
マイナンバーカードセンターでできる主なお⼿続き
Services Avalable at the Kagoshima City My Number Card Center

※こちらに記載のないお⼿続きも受付可能な場合があります。 

その他のお⼿続きについてのご相談はコールセンター(099-833-9019)まで

TOP ご予約 開所カレンダー マイナンバーカードセンターでできるお⼿続き アクセス
マイナンバーカードセンター 

特設サイト

マイナンバーカードの申請（新規・更新・再発⾏）2

流れについて
Flow

STEP1 STEP2
STEP3

TELまたはWEBで予約 ご来所・受付・お⼿続き ご⾃宅へ郵送・お受取

事前のご予約が 

優先となります。

マイナンバーカードセンターに

て、顔写真の撮影（無料）・申請

書の記⼊サポート・本⼈確認書類

の確認を⾏います。

申請から約1.5〜2か⽉後に、本⼈

限定受取郵便⼜は簡易書留にて、

住⺠票上のご住所宛にカードをお

届けします。

※代理⼈による申請はできません。 

 必ず申請者ご本⼈がお越しください。 

（15歳未満⼜は成年被後⾒⼈の場合は法定代理

⼈の同⾏が必要です）

※届いたカードには暗証番号があらかじめ設定済 

 みですので、届いたその⽇からご利⽤いただけ 

 ます。

ご来所時には以下の書類をお持ちください。
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申請書ID付きの 

個⼈番号カード交付申請書(お持ちの⽅のみ)

通知カード⼜は個⼈番号通知書と⼀緒に届いたものです。 

お⼿元にない場合でも申請は可能です。

注意事項

顔写真はセンター内で無料で撮影いたします。ご⾃⾝で写真をお持ちいただく必要はありません。 

（お持ちいただいた写真を使⽤することもできますが、使⽤に際して指定の⼨法や規格があるため、使⽤出来ない可能

性があります。）

・

紛失や本⼈希望による作り直し等、再発⾏の理由によっては⼿数料（カード発⾏料800円、電⼦証明書発⾏料200

円）が必要となります。

・

申請時に本⼈確認書類等が不⾜している場合は、郵送での受け取り（申請時来庁⽅式）はできません。・

通知カードは申請時に回収します。・

本⼈限定受取郵便の場合は、受取時に本⼈確認書類（運転免許証・資格確認書等）の提⽰が必要です。・

再交付の場合、現在お持ちの個⼈番号カードも申請時に返納することになりますので、新しいカードを受け取るまで

⼿元に持っておくことを希望する場合、郵送での受取りではなく窓⼝での受取りとなります。

・

カードは転送不要でお送りします。郵便局の転送⼿続きをされている場合や申請から受取りまでの間に住所が変わった

場合は郵送できませんので、マイナンバーカードセンターへ受け取りに再度来所いただく必要があります。

・

通知カード⼜は個⼈番号通知書(お持ちの⽅のみ)

通知カードは回収（返納）となります。紛失された場合は、 

下記❹の本⼈確認書類を基本ルール❶⼜は❷の組み合わせでお揃えください。
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再交付の場合、現在お持ちの個⼈番号カードも申請時に返納することになりますので、新しいカードを受け取るまで

⼿元に持っておくことを希望する場合、郵送での受取りではなく窓⼝での受取りとなります。

・

カードは転送不要でお送りします。郵便局の転送⼿続きをされている場合や申請から受取りまでの間に住所が変わっ

た場合は郵送できませんので、市窓⼝へ受け取りに再度来所いただく必要があります。

・

6

あわせて、法定代理⼈の代理権を確認できる書類をお持ちください。

申請者本⼈が15歳未満の場合、 

⼾籍謄本（ただし、「本籍が⿅児島市の場合」、「来所した法定代理⼈と本⼈が同⼀世帯で親⼦関係にある場合」は不要） 

 

申請者本⼈が成年被後⾒⼈の場合、登記事項証明書 

 

申請者本⼈が被保佐⼈、被補助⼈、任意被後⾒⼈の場合、登記事項証明書と代理権⽬録

本⼈確認書類を基本ルール❶〜❸のいずれかの組み合わせで揃えてください。
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基本ルール

❶A書類から2点

❷A書類から1点 + B書類から1点

❸B書類から2点（「通知カードの返納」

 ⼜は「個⼈番号通知書の提⽰」があっ

 た場合のみ）

区分

A

B

本⼈確認書類の例

□マイナンバーカード

□運転免許証

□精神障害者保健福祉⼿帳

□⼀時庇護許可書

□⾝体障害者⼿帳

□療育⼿帳

□特別永住者証明書

□仮滞在者許可書

□運転経歴証明書（平成24年4⽉1⽇以降のもの）

□旅券（有効期限後6か⽉以内、顔写真付きに限る）

□資格確認書

□介護保険被保険者証

□⽣活保護受給証明書

□学資保険の保険証書

□学校名が記載された証明書

□年⾦⼿帳

□学⽣証

□⺠間企業の社員証

□⺟⼦⼿帳（出⽣届済証明欄記載済みのもの）

□敬⽼パス（⿅児島市発⾏）□友愛パス（⿅児島市発⾏）□こども医療費受給者証

□児童扶養⼿当証書

□年⾦証書

□診察券 □個⼈番号カード顔写真証明書 など

□在留カード（顔写真付きに限る）

申請者本⼈が15歳未満または成年被後⾒⼈等の場合のみ 

法定代理⼈（親権者・成年後⾒⼈等）が同⾏のうえ、法定代理⼈ご⾃⾝の本⼈確認を⾏います。 

法定代理⼈の本⼈確認書類を基本ルール❶〜❷いずれかの組み合わせで揃えてください。
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基本ルール

❶A書類から2点

❷A書類から1点 + B書類から1点

区分

A

B

本⼈確認書類の例

□マイナンバーカード

□運転免許証

□精神障害者保健福祉⼿帳

□⼀時庇護許可書

□⾝体障害者⼿帳

□療育⼿帳

□特別永住者証明書

□仮滞在者許可書

□運転経歴証明書（平成24年4⽉1⽇以降のもの）

□旅券（有効期限後6か⽉以内、顔写真付きに限る）

□資格確認書

□介護保険被保険者証

□⽣活保護受給証明書

□学資保険の保険証書

□学校名が記載された証明書

□年⾦⼿帳

□学⽣証

□⺠間企業の社員証

□⺟⼦⼿帳（出⽣届済証明欄記載済みのもの）

□敬⽼パス（⿅児島市発⾏）□友愛パス（⿅児島市発⾏）□こども医療費受給者証

□児童扶養⼿当証書

□年⾦証書

□診察券 □個⼈番号カード顔写真証明書 など

□在留カード（顔写真付きに限る）

※ いずれも住⺠票に記載されている「漢字⽒名と⽣年⽉⽇」⼜は 

「漢字⽒名と住所」が記載されていることが必要となります。

※ いずれも住⺠票に記載されている「漢字⽒名と⽣年⽉⽇」⼜は 

「漢字⽒名と住所」が記載されていることが必要となります。

オンライン・郵送申請について

マイナンバーカードの申請(新規・更新・再発⾏)は窓⼝に来なくてもオンラインや郵送で申請することも可能です。

詳しくはこちらからご確認ください。

オンライン・郵送で申請するには申請書IDとQRコードのついた交付申請書が必要です。

交付申請書はコールセンター（099-833-9019）にお電話いただくことでご⾃宅に郵送することができます。

・

オンライン・郵送で申請した場合、受取りは管轄の市役所本庁・各⽀所またはマイナンバーカードセンター

（１０⽇前までに事前予約）に来所が必要です。

・

現在お持ちのマイナンバーカード（更新・再発⾏の⽅のみ）

更新・再発⾏の場合、新しいカードを交付する際に旧カードは返納いただきます。 

旧カードをお持ちいただけない場合は、紛失として⼿数料（カード発⾏料８００円、電⼦証

明書発⾏料２００円）を徴収いたします。 

有効期限内のマイナンバーカード、⼜は有効期限満了⽇から6か⽉以内のマイナンバーカード

は、❹の本⼈確認書類の「A書類」1点としてお使いいただけます。
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※ マイナンバーカードの有効期限が近づくと、地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）から 

    有効期限通知書が届きます。 届いた⽅は、お早めにお⼿続きください。  

※有効期限満了までの期間が3カ⽉未満であれば、有効期限の通知書がなくても更新申請は可能です。

※マイナンバーカードの有効期間記載箇所

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/shimin/shiminka_yubinkyokudensisyoumeisyo.html
tel:099-833-9019
tel:099-833-9019



